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示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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（第17203号）東 京 都 公 報令和2年10月23日（金曜日）５

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
休
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年10月23日（金曜日）東 京 都 公 報（第17203号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和2年10月23日（金曜日）東 京 都 公 報（第17203号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
調
査
機
関
か
ら
、
介

護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
七
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

変
更

事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

株
式
会
社

Ｒ
Ｕ
Ｄ
Ｅ

Ｃ

所
在
地

千
代
田
区
外

神
田
二
丁
目

十
九
番
二
号

篠
田
ビ
ル

世
田
谷
区
北

沢
二
丁
目
十

番
十
五
号－

三
一
九

令
和
二
年
七

月
三
日

同
右

調
査
事

務
を
行

う
事
務

所
の
所

在
地

同
右

同
右

同
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
調
査
機
関
か
ら
、
介

護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
七
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

変
更

事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

一
般
社
団

法
人
地
域

ケ
ア
総
合

評
価
機
構

所
在
地

足
立
区
柳
原

一
丁
目
一
番

十
五
号
柳
原

共
同
会
館
二

階

足
立
区
柳
原

一
丁
目
七
番

八
号
Ｆ
Ｋ
Ｓ

柳
原
別
館
二

階

令
和
二
年
七

月
十
七
日

同
右

調
査
事

務
を
行

う
事
務

所
の
所

在
地

同
右

同
右

同
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、

同
法
第
百
四
条
の
二
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

開
設
許
可

年
月
日

医
療
法
人
社
団

美
誠
会

医
療
法
人
社
団

美
誠
会

介
護

老
人
保
健
施
設

サ
ン
セ
ー
ル

武
蔵
野

武
蔵
野
市
桜
堤

一
丁
目
九
番
七

号

令
和
二
年
四

月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
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二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
百
四
条
の
二
第
二
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

廃
止
年
月

日

医
療
法
人
社
団

松
英
会

介
護
老
人
保
健

施
設
シ
ル
バ
ー

ラ
イ
フ
馬
込

大
田
区
中
馬
込

一
丁
目
五
番
八

号

令
和
二
年
四

月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
二
年
八
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年10月23日（金曜日）東 京 都 公 報（第17203号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
二
十
八
号

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
三
年
政
令
第
五
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
鳥
処

理
衛
生
管
理
者
登
録
講
習
会
を
次
の
よ
う
に
登
録
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
実
施
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
社
団
法
人
日
本
食
品
衛
生
協
会

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

全
国
食
鳥
肉
販
売
業
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会

台
東
区
下
谷
二
丁
目
一
番
十
号

一
般
社
団
法
人
日
本
食
鳥
協
会

千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
九
番
七
号

Ｒ
Ｅ
Ｃ
ビ
ル
七
階

二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

令
和
二
年
十
二
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十

六
日
（
火
曜
日
）
ま
で

食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

五
階
講
堂

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

三

受
講
料

四
万
七
百
四
十
一
円

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
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東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
金
山
町
二
丁
目
五
百

九
十
四
番
三
の
一
部
（
第
一
工

区
）

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

調
布
市
東
つ
つ
じ
ケ
丘
二
丁
目
三

十
六
番
十
五
か
ら
同
番
十
七
ま
で

（
第
二
工
区
）

調
布
市
東
つ
つ
じ
ケ
丘
二
丁
目

二
十
七
番
地
一

特
定
医
療
法
人
社
団
研
精
会

理
事
長

山
田
多
佳
子

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
に
つ
い
て

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
野
用
水
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

雑

報
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


